
 四日市市茶業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年２月２０日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第５号 

   四日市市茶業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市茶業振興センター条例施行規則（平成３年四日市市規則第１３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１号様式を次のように改める。  

 

 

 



第１号様式（その１）（第４条関係） 

※欄は記入しないでください。 

四日市市茶業振興センター（研修棟）使用許可申請書 

年  月  日  

 四日市市茶業振興センター指定管理者 

住所                  

氏名                  

（団体にあってはその名称及び代表者名） 

連絡先（   ）   －        

 四日市市茶業振興センター（研修棟）の使用の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

使 用 日 時    年  月  日 
午前・午後  時  分から

午前・午後  時  分まで
 

使 用 施 設 名 
１ 第１研修室 ２ 第２研修室 ３ ホール 

４ 調理体験室（調理 有・無） 

使 用 目 的  

 

集 会 予 定 人 員 

人 

人 

人 使用責任者  

持 込 設 備  

入 場 料 等 の 徴 収  □徴収する（１人  円）  □徴収しない 

※ 利 用 料 金 

第 １ 研 修 室 第 ２ 研 修 室  

円 円   

調 理 体 験 室 ホ ー ル 合 計  

円 円 円  

※ 受 付 年 月 日  

※使用許可年月日  

 ※使用許可番号   

備 考  



第１号様式（その２）（第４条関係） 

四日市市茶業振興センター（研修茶工場）使用許可申請書 

年  月  日  

 四日市市茶業振興センター指定管理者 

 

住所                  

氏名                  

（団体にあってはその名称及び代表者名） 

連絡先（    ）   ―       

 四日市市茶業振興センター（研修茶工場）の使用の許可を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

 使用（生葉搬入）日時    年  月  日 午前・午後  時  分  

 使 用 目 的 研 修 加 工 
品 評 会 出 品 茶 

加 工 

そ の 他 

（ ） 
 

 搬 入 生 葉 量 ㎏ ㎏ ㎏  

 粗 揉 回 数 回 回 回  

 使 用 責 任 者   

 ※ 利 用 料 金                     円  

 ※ 受 付 年 月 日  

※使用許可年月日 

 

 

 

※使用許可番号  

 備 考   

※欄は記入しないでください。 



第１号様式（その３）（第４条関係） 

※欄は記入しないでください。 

四日市市茶業振興センター（イベント広場）使用許可申請書 

年  月  日  

 四日市市茶業振興センター指定管理者 

 

住所                  

氏名                  

（団体にあってはその名称及び代表者名） 

連絡先（   ）   －        

 四日市市茶業振興センター（イベント広場）の使用の許可を受けたいので、次のとおり申請

します。 

使 用 日 時    年  月  日 
午前・午後  時  分から

午前・午後  時  分まで
 

使 用 施 設 名 １ イベント広場 

使 用 目 的  

 

集 会 予 定 人 員 

人 

人 

人 使用責任者  

持 込 設 備  

入 場 料 等 の 徴 収  □徴収する（１人  円）  □徴収しない 

※ 利 用 料 金 

イ ベ ン ト 広 場  合 計 

円  円  

※ 受 付 年 月 日  

※使用許可年月日  

 ※使用許可番号   

備 考  



 第２号様式を次のように改める。 

 



第２号様式（その１）（第６条関係） 

 

 

第     号 

四日市市茶業振興センター（研修棟）使用許可書 

年  月  日  

          様 

四日市市茶業振興センター指定管理者  印  

 四日市市茶業振興センター（研修棟）の使用を次のとおり許可します。 

 使 用 日 時    年  月  日 
午前・午後  時  分から

午前・午後  時  分まで
  

 

使 用 施 設 名 
１ 第１研修室 ２ 第２研修室 ３ ホール 

４ 調理体験室（調理 有・無） 

 

  

 使 用 目 的   

 集 会 予 定 人 員 人 使用責任者   

 持 込 設 備   

 入 場 料 等 の 徴 収  □徴収する（１人  円）  □徴収しない  

 

利 用 料 金 

第 １ 研 修 室 第 ２ 研 修 室   

 円 円   

 

調 理 体 験 室 ホ ー ル 合 計 

 

円 円 円 

 条 件 

１ 四日市市茶業振興センター条例及び同条例施行規則の規定を遵守

し、係員の指示に従ってください。 

２ 使用後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けてください。 

 

 備 考   



第２号様式（その２）（第６条関係） 

第     号 

四日市市茶業振興センター（研修茶工場）使用許可書 

年  月  日  

       様 

  四日市市茶業振興センター指定管理者  印  

 四日市市茶業振興センター（研修茶工場）の使用を次のとおり許可します。 

 使 用 日 時   年  月  日 午前・午後  時  分から 

 使 用 目 的 研 修 加 工 
品 評 会 出 品 茶 

加 工 

そ の 他 

（ ） 
 

 粗 揉 回 数 回 回 回  

 使 用 責 任 者   

 利 用 料 金                 円  

 条 件 

１ 四日市市茶業振興センター条例及び同条例施行規則の規定を遵守

し、係員の指示に従ってください。 

２ 使用後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けてください。 

 

 備 考  



第２号様式（その３）（第６条関係） 

第     号 

四日市市茶業振興センター（イベント広場）使用許可書 

年  月  日  

          様 

四日市市茶業振興センター指定管理者  印  

 四日市市茶業振興センター（イベント広場）の使用を次のとおり許可します。 

 使 用 日 時    年  月  日 
午前・午後  時  分から

午前・午後  時  分まで
  

 使 用 施 設 名 １ イベント広場  

  
 使 用 目 的   

 集 会 予 定 人 員 人 使用責任者   

 持 込 設 備   

 入 場 料 等 の 徴 収  □徴収する（１人  円）  □徴収しない  

 

利 用 料 金 

イ ベ ン ト 広 場  合 計  

 円  円  

 条 件 

１ 四日市市茶業振興センター条例及び同条例施行規則の規定を遵

守し、係員の指示に従ってください。 

２ 使用後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けてくださ

い。 

 

 備 考   



 第５号様式を次のように改める。 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

四日市市茶業振興センター利用料金承認申請書 
 

年  月  日  
  

   四日市市長 

住所                    

（指定管理者）団体名           ℡       

氏名（代表者）               
 

  四日市市茶業振興センター条例第６条第２項の規定に基づき利用料金の額について承認を受けた

く下記のとおり申請いたします。 
 

記 

  
 

区分 

 

 

 

 

 

 

 

基本利用料金（円） 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時から 

 

正午まで 

 

午後１時から 

 

午後４時30分ま

で 

午後５時から 

 

午後10時まで 

午前９時から 

 

午後10時まで 

第１研修室     

第２研修室     

調理体験室（調理有）     

調理体験室（調理無）     

ホール     

イベント広場     

研修茶工場  

 



 第６号様式を次のように改める。 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 

 

 

四日市市茶業振興センター利用料金減免申請書 

年  月  日  

 四日市市茶業振興センター指定管理者 

 

住所                     

氏名                     

（団体にあってはその名称及び代表者名）    

連絡先（    ）   ―          

 四日市市茶業振興センター利用料金の減額又は免除を次のとおり申請します。 

 

 申 請 理 由  
 

 

使 用 施 設 名 

研 修 棟 研 修 茶 工 場 イ ベ ン ト 広 場  

 

室名  
搬入生葉量 ㎏   

 粗 揉 回 数 回   

 使 用 年 月 日      年     月     日  

  以下は記入しないでください。  

 利 用 料 金 円 減 免 率 10 割 ・ ５ 割  

 減 免 額 円 納 付 額 円  

 備 考   



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の四日市市茶業振興センター条例施行規則の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶業振興センター条

例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

（商工農水部農水振興課） 


